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編集者からのメッセージ

2022年最初のRisk Watchでは、ブリタニヤの世界各地のチームや事
務所をご紹介するシリーズの第1弾として、ロスプリベンションチーム
をご紹介します。

非常に恵まれたことに、ブリタニヤのロスプリベンションチームには5
名のMaster Mariner（船長）が専任で在籍（ロンドン事務所に4名、シ
ンガポール事務所に1名）しており、それぞれの持つ豊富な経験と知
識を合わせることで、事業のほぼすべての面をカバーしています。

また、近年の事故に関する事例研究をシリーズでお届けしています
が、今回は、ブリッジにおける行動手順の不備と船員の疲労が原因
で船が座礁し、結果的に全損となってしまった事故について取り上
げます。ブリタニヤはさまざまな貨物の問題についても目を向けてお
り、今回はその一環として、温度センサーの使用について取り上げ
ることにしました。これは、ばら積み貨物の輸送時に特に重要となる
テーマです。さらに、インドネシアからパキスタン向けの石炭輸送に
関する最近の事例についても検証します。

今回も皆さまからのご意見・ご感想をお待ちしております。
ぜひブリタニヤの広報チームまでご連絡ください。
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本号の「Risk Watch」をどうぞお楽しみください。有意義で、広く関心をお持ちいただける記事
を掲載し、さらに充実させるべく努めてまいります。皆さまのご意見をぜひお寄せください。 
britanniacommunications@tindallriley.com
(翻訳) ブリタニヤP&Iクラブ日本支店
こちらは英文の日本語訳です。日本語訳と英文の間に齟齬がある場合は英文の内容を
優先くださいますようお願い申しあげます。
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ロスプリベンションチームは、最新の情報を常に取り入れた信
頼性のある有益なアドバイスを提供し、メンバーに対して安全
で効率的な運航をサポートすることで、センター・オブ・エクセ
レンス（中核的研究拠点）として認められ、業界随一のP&Iロス
プリベンションサービスのプロバイダーとして信頼を得ることを
目指しています。

新たに加入したメンバーの運航によって今後クレームリスクが
増大することも考えられるため、そのような可能性がある領域
を特定、判断するために、新規のメンバーにはマネジメントレ
ビューにご参加いただいています。また、リスク軽減対策に関
する実用的なアドバイスやフィードバックも行っています。

メンバー向け刊行物の作成もサービスの1つです。受賞歴のあ
るBSafe事例集をはじめ、船員の安全・健康・保安をテーマにし
たキャンペーンやポスターを発表しています。Loss Prevention 
Insightはこうした刊行物の新たなシリーズで、毎回1つの問題
に焦点を当て、業界の専門家と共同で執筆しています。また、
ウェブサイト内のKnowledge Baseの構築もしており、クレーム
を受けた問題や新しい規制など、ロスプリベンションにまつわ
るさまざまな分野を取り上げています。さらに、ウェビナーも定
期的に開催しています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う移動制限措置が緩和された折には、ロスプリベンションの各
種問題に関して、特に船員を対象とした出張トレーニングセミ
ナーを再開したいと思っています。当部門は全員が元船員で
す。そのため、こうしたセミナーが安全で効率的、かつクレー
ムが発生しないような運航を実現する上で重要不可欠なもの
であることを、身をもって理解しています。

また、コンディションサーベイの手配・管理も行っており、ブリタ
ニヤのウェブベースのサーベイチェックリストを基に、第三者
機関によるサーベイを実施しています。コンディションサーベ
イの管理はサーベイが必要になった時点から始まります。加
入船が一定の船齢に達した、ポートステートコントロールによ
る拘束や大きなクレームを受けたなど、サーベイが必要にな
る理由はさまざまです。サーベヤーによる検船を行い、そこで
見つかった不備・欠陥を完全に是正するところまでがコンディ
ションサーベイです。

当部門はメンバーによる基準委員会と密に連携しています。
基準委員会は、メンバーが今後従う必要が出てきそうな技術
的な基準や運航上の基準に関する推奨や助言を通して、今
後のロスプリベンションの方向性を打ち出すとともに、新たな

• 既存のコンテナ船や将来登場するコンテナ船の安全性に関して
検討する、MARIN（オランダ海事総合研究所）のTopTierプロジェ
クトに、国際P&Iグループの代表として参加。

• 船上で命の危険にさらされた船員が意思決定を行う際の心理
状態に関する調査。

• コンテナ船における過
度なパラメトリック横揺れ
や同調横揺れを防ぐため
の、分かりやすい船内参
考資料・ガイドの作成。

• 気候変動が有義波
高や海上における異常
気象に及ぼしうる影響
や、それに伴うクレーム
の頻度増加や深刻化の
可能性に関する研究。 

LONE  
WATCHKEEPING?  
A NIGHTMARE  
AHEAD?
CONSIDER  
ANOTHER PAIR 
OF EYES

britanniapandi.comFor more advice watch our video: 
Bridge Operations – A Human Approach. 
Available on the Britannia website
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The BOSTON TRADER had been moored alongside the pier since 11 March 2019 and cargo operations were in

progress. During the morning of 14 March 2019 the third officer (3/O), bosun (BSN) and two able bodied seamen

(A/Bs) had been on watch since 0600. The bosun was keeping a watch on the ship’s gangway, while one AB

(AB1) was securing the containers loaded on deck and another (AB2) was on the pier checking and sealing

containers about to be loaded. The weather was clear and the sea was calm with no swell being observed.
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SERIOUS INJURY WHILE SECURING CONTAINERSTHE BOSTON TRADER, A 9,528GT MULTIPURPOSE DRY CARGO SHIP BUILT IN 2004 (FIGURE 1), WAS

MOORED IN THE PORT OF ORAN, ALGERIA. WHILE THE CREW WERE SECURING THE CONTAINERS

LOADED ON DECK, ONE SEAFARER WAS HIT ON THE FOOT BY THE LOWER END OF A FALLING

LASHING BAR, WHICH RESULTED IN A SERIOUS INJURY AND A TOE BEING AMPUTATED. 

FIGURE 1 THE BOSTON TRADERSOURCE: INVESTIGATION REPORT 04/2020 BY TRANSPORT MALTA
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FIGURE 2 LOCATION OF THE INCIDENT: CROSS DECK BETWEEN BAY 06 AND BAY 12 

SOURCE: INVESTIGATION REPORT 04/2020 BY TRANSPORT MALTA

CROSS DECK BETWEENBAY 06 AND BAY 12

DARREN HOLLING, MSci, PhD, FRSC, MSNIC, AIFireEPartner – Chemicals, Fire & ExplosionDr J H BURGOYNE & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED
Dr Holling is a partner at Burgoynesspecialising in the investigation ofchemical incidents, and the origin andcause of fires and explosions. He hasinvestigated over 700 cases throughoutEurope, Africa, Asia, and Oceania.

Dr Holling’s casework has involved theinvestigation of both land and marineincidents. His experience of marineincidents includes tankers, bulkcarriers, general cargo, container,RORO ferries, and PCCs/PCTCs. He hasalso investigated fires starting in cars,trucks, heavy plant, and specialistmobile machinery, including batterypowered vehicles. Investigationsinvolving containerised dangerouscargoes have included consignments ofbulk batteries and battery containingequipment.
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INTRODUCTIONVEHICLES POWERED BY ELECTRICITY (EVs) WERE FIRST

DEVELOPED IN THE 19TH CENTURY1 AND WHILE THEY ENJOYED

SOME POPULARITY, DURING THE EARLY 20TH CENTURY,
VEHICLES POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINES
(ICEs) BECAME WIDESPREAD SUCH THAT THEY DOMINATED
THE VEHICLE MARKET UNTIL THE EARLY 21ST CENTURY.
MAINSTREAM DEVELOPMENT OF EVs WAS HELD BACK BY
THEIR LIMITATIONS IN TERMS OF SPEED AND RANGE, AND
THEIR COMPARATIVELY LONG ‘OVERNIGHT’ RECHARGE TIMES

AND THEY EXISTED MAINLY AS SPECIALIST EQUIPMENT SUCH

AS THE NASA APOLLO 15 LUNAR ROVER2.Following important scientific progress, especially over the middle

to late 20th century, the lithium-ion battery was developed, an
advance which was recognised by a Nobel Chemistry prize3 in 2019.

This high-power battery technology has been widely adopted as the

preferred energy storage technology of choice across a wide range

of portable electrical products, including EVs. It is predicted that by

2022 there will be about 500 different EV models manufactured

globally4, a figure that is expected to increase in the coming years.

Indeed, the impetus to move away from ICEs has motivated some

governments to introduce, or at least to consider, legislation to ban

the sale of new ICE vehicles from as early as the 2030s.

1
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ELECTRIC VEHICLE FIRES AN OVERVIEW FOR THEMARITIME SECTOR

1USA Department of Energy ‘The History of the Electric Car’ September 2014.

2USA National Aeronautics and Space Administration – NASA History Apollo 15 Lunar Mission 31 July 1971.

3The Royal Swedish Academy of Sciences ‘Lithium-ion Batteries’ Nobel Chemistry Prize October 2019.

4BloombergNEF ‘Electric Vehicle Outlook 2020’.

チーム紹介
ロスプリベンション
5名のMaster Mariner（船長）から成るチームです。大半が船長としての乗船歴を
持ち、Master Marinerと機関士両方の資格を持つ者や、P&Iクラブのロスプリベン
ション部門で長年勤めるなど、海上・陸上でさまざまな経験を豊富に積んできた
者もいます。ロンドンとシンガポールに拠点を置き、アンダーライティングやクレー
ムチームをはじめ、特にメンバーとの密な連携を図っています。

クレームの火種と
なりうる将来的なリ
スクの検討を行う
組織です。

現在は以下の調査
プロジェクトを進め
ています。いずれも、既存のリスクや今後起こりうるリスクを洗
い出し、クレームの数や頻度を減らすことを目的としたもので
す。



CAPTAIn fAIzuR 
RAHmAn 
Loss Prevention Officer, 
London; 

乗船歴23年で、内12年は船長を務めた。

これまで、プロダクト船やケミカル船、ガ
スタンカー、一般貨物船、コンテナ船、
ばら積み船、RORO船など各種船舶に
乗務。陸上でも、船舶、貨物、港湾に関
するサーベイ、コンサルティング、監査
の豊富な経験を有し、旗国当局での勤
務経験もある。また、複数の大手海運
会社で、船舶や貨物のブローカー・成約
業務に携わるほか、スーパーインテン
デント、ポートキャプテンも務める。2021
年にブリタニヤに入職。現在は主にロス
プリベンション部門のコンディションサー
ベイ業務に携わるほか、必要に応じて
その他技術案件のサポートも行ってい
る。

CAPTAIn SlAv 
oSTRoWICKI
Loss Prevention Manager, 
London; 

工学修士（海上運送および航海）。乗船
歴16年で、内6年は船長を務めた。

これまで、ばら積み船、一般貨物船、 
コンテナ船に乗務。その後16年間の陸
上勤務では、世界的に有名な複数の
組織でベッティング・スーパーインテン
デント兼ベッティング・ディレクターとし
て、ドライ貨物船、タンカー、ガス船の
運航、ベッティング、保険業務などに従
事する。マネジメントレビューのほか、
ISM監査やTMSA監査、データ分析に
よる詳細なリスク評価も実施。船舶の
事故やクレームに関する調査を行い、
関係各所に安全管理プロセスの助言
も行ってきた。2020年にブリタニヤに入
職。

CAPTAIn SHAJed 
KHAn
Loss Prevention Manager, 
London;

船長。法学準修士（GDL）。修士（海上運送・
管理）。 海上運送における人的要因を研究
テーマと する。

プロダクト船、ケミカルタンカー、ばら積
み船、一般貨物船での乗務歴があり、
タンカーでは船長を務めた。これまで、
旗国やオイルメジャー向けの検査業
務、船主向けの内部監査、航海・貨物
の問題に関する調査に携わる。また、
サーベヤーとしての勤務経験もあり、
カーゴサーベイ、ダメージサーベイ、ワ
ランティサーベイ、重量物サーベイ、品
質サーベイ、セーフティサーベイを実
施。現在はクレーム担当者のサポート
役として、技術的な情報の提供、メン
バーからの問い合わせへの対応、マネ
ジメントレビューやクレームレビューの
実施、セミナーやウェビナーの開催、刊
行物やポスターの作成、コンディション
サーベイ・プログラムの管理に携わる。
加えて、メンバーとの特別プロジェクト
にも携わり、メンバーの業務プロセスを
評価し、損害防止・軽減のための提言
を行っている。2009年にブリタニヤに入
職。

CAPTAIn SImon 
RAPley
Divisional Director, 

London;  

これまでAHTS船、海難救助船で船長を務め
たほか、ケープサイズのばら積み船、 RORO
船、一般貨物船、コンテナ船、 VLCC、各種
オフショア船に乗務した経験もある。

オフショアの油田・ガス田建設関連のコ
ンサルティングのほか、P&I保険、船体
保険、貨物保険会社の事故調査代理
人を務めた経験もある。また、短期間
ではあるが、ペルシャ湾で港長を務め
た。2つのP&Iクラブのロスプリベンショ
ン部門で計12年間勤務。ロスプリベン
ション部門長のポストを経て、2021年に
ブリタニヤに入職。

JACoB dAmgAARd 
Associate Director, 
Singapore;  

船長兼機関士。学士(海上
運送および海洋学)。

大手海運会社で機関士兼航海士として
主にコンテナ船に乗務。前職では、ロン
ドンの大手船舶管理会社でコンテナ船
および自動車専用船隊の陸上管理責
任者、船舶保安統括者を務める。また、
デンマーク海事局で旗国サーベヤーの
経験もあり、主に新造船のサーベイ、認
証業務のほか、旗国・寄港国関連の案
件に携わる。オフショア業界、バンカー
業界での勤務経験もある。2018年、ブリ
タニヤのロンドン事務所に入職し、2019
年にシンガポール事務所に異動。

チーム紹介 – ロスプリベンション (続き)
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24/7
ロスプリベンションチームは年中無休で
サポートいたします。規則、運航、安全、
技術に関する問題をお持ちの場合は、
ぜひお問い合わせください。経験豊富な
船員の知識でお力になれるものと思いま
す。

lossprevention@tindallriley.com

ソーシャルメディアでは、ロスプリベンショ
ンチームやブリタニヤ全体の最新情報を
お届けしています。

mailto:lossprevention@tindallriley.com
https://twitter.com/britanniapandi
https://www.linkedin.com/company/britannia-p-i-club
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スコットランド西岸のリトルミンチ海峡にある浅瀬（Sgeir Grai-
dach）で一般貨物船が座礁する事故がありました。幸い、船
員は地元の沿岸警備局によって無事に救助されましたが、
船体は広範囲にわたって損傷し、のちに推定全損が宣言さ
れました。事故調査の結果をまとめた報告書では、船員の疲
労、ブリッジにおける行動手順の不備、安全配乗レベルの問
題など、事故を引き起こした多数の要因が明らかにされてお
り、メンバーの皆さまにとっての貴重な教訓となっています。

出港
この一般貨物船（2,175総トン数）は、スウェーデン・スライト港
向けのSRF（廃棄物固形燃料）1,927トンを船積みするため、ア
イルランド共和国のドロヘダ港に入港。約2日間の荷役中は
一等航海士が監視にあたった。本船には、船長、一等航海
士、機関長、二等機関士、甲板手兼司厨員1名、甲板手3名の
計8名の船員が乗船していた。出港当日も、一等航海士は唯
一の当直職員だったため、甲板上で荷役完了まで監視にあ
たった。20時30分、本船はドロヘダ港を出港後、アイリッシュ
海に入り、北アイルランドとスコットランド沿岸に挟まれたノー
ス海峡に向けて航行する。

事故
その翌日の晩遅く、本船はスコットランドのインナーヘブリディ 
ーズ諸島とアウターヘブリディーズ諸島の間にあるミンチ海峡
に到達。ミンチ海峡は、南側のリトルミンチ海峡と、北側のノー
スミンチ海峡から成る。この時の当直は船長であった。20時24
分、船長がストーノウェイ沿岸警備局（SCOC）に連絡を取り、
ミンチ海峡自主通報海域の南限を通過したことを報告。20時
55分、ミンチ海峡に2か所ある分離通航帯（TSS）の1ヵ所目に
入域。SCOCに2度目の報告を行う。

船長と一等航海士は、ブリッジでの航海当直について、それ
ぞれ24時間ごとに7時間当直と5時間当直を１回ずつ行う体制
を組んでいた（船長の当直は、7時～12時と17時～0時）。船長
の当直終了の直前、一等航海士が甲板手と共にブリッジに上
がる。この時点で既に天候は悪化の一途をたどっており、波
は、やや高い（rough）からかなり高い（very rough）範囲で、風
力は6～9、視界は良好であった。 

当直を引き継いだ一等航海士は、ブリッジ中央の操船位置に
立ち、右舷レーダーと電子海図表示システム（ECDIS）のバッ
クアップディスプレイを用いて当直にあたった。港での荷役の
監視で多忙を極めた後、この当直開始までの彼の睡眠時間
は3時間であった。真っ暗闇の時間帯での当直となった甲板
手は、ブリッジ左舷側にあるECDISのメインディスプレイの隣
に立ち、当直にあたった。

 ブリッジにおける行動手順の
不備と船員の疲労がもたらす
危険に注意
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0時58分、本船は針路32度を速力10.6ノットで直航し、2ヵ所目
となるTSSの通航開始報告地点（リトルミンチ海峡の出口、
ノースミンチ海峡の入口付近）に到達。本船の位置を報告する
ため、一等航海士がSCOCに連絡を取る。

国際海事機関（IMO）は、本TSSの北航航路についてFladda-
chuain島とEileen Trodday島の間を通航するよう推奨してい
る。しかし、本船はこの推奨航路を通らずに、Eugenie Rock 
（前述の２島の北側に位置し、海図上でもすぐに確認できる
岩）にある南方位標識の約１海里北を進んでいった。

1時35分、一等航海士が、付近を航行していた漁船からのVHF
無線で、本船が浅所に向かっているとの警告を受ける。一等
航海士はVHFを通信可能なチャンネル（67）に切り替えた後、
警告への感謝を漁船に伝え、了解したとして、数分以内に変
針すると回答。

VHFでの通信を終えた直後、計画航路上の次の変針点に到
達した時点で、一等航海士が10度右転する。1時41分、強い衝
撃が二度走ると、本船が前進を停止。座礁に気付いた一等航
海士が甲板灯を点灯し、エンジンテレグラフを「停止」にする。
本船が座礁したのは、海図で危険物と記されていたSgeir 
Graidach岩であった。

座礁から数分後、別の漁船がSCOCに事故を通報。一方、本
船では、ブリッジに上がってきた船長が甲板手に他の船員を
起こしに行くよう指示する。一等航海士が懐中電灯を使って調
べたところ、本船左舷側に岩を認めた。船首タンクはドロヘダ
港出港時は空であったが、測深したところ水深3.5メートルと判
明し、浸水が確認された。船長、一等航海士の両名は、その
後も可能な範囲で損傷の確認にあたり、その結果、バウスラ
スター室は浸水したものの、No.1タンクは両舷ともまだ浸水し
ていない見込みであると判断した。

その後、岩に乗り上げた船体の動揺が徐々に大きくなってき
たため、最終的に船長が非常警報を鳴らし、ブリッジに全員戻
るよう通達。全員がブリッジでイマーションスーツを着用する。
その後は、船体の動揺が激しく、立っていると危険なため、ブ
リッジの床に横たわって救助を待つ。3時7分、船長が退船命
令を出し、4時21分までに全員が沿岸警備局のヘリコプター
「Rescue 948」によってストーノウェイに輸送された。

サルベージ隊の第一陣が本船に乗船できたのは、座礁から2
日後のことである。それからさらに10日後、離礁した本船は廃
船処分のため曳航されていき、推定全損が宣言された。

分析
本事故については、英国船舶事故調査局（MAIB）による徹底
的な調査が行われました。以下に調査結果の一部をご紹介し
ます。

船長、一等航海士の両名は、STCW条約に基づく適正な資格
を保有している熟練の船員で、ECDISのジェネリックトレーニン
グと機種別トレーニングも修了していました。ところが、座礁時
に使用されていた航海計画に関して、情報の評価に始まり、
計画の策定、実行、観察にいたるまで、プロセスのすべてで重
大な過失が認められたのです。

以下がその認められた過失の一部です。

• 本船は航海計画を完成させないまま航海を開始しており、計
画に関する情報の包括的な評価も、第三者によるチェックも
行っていなかった。

• 本船の安全管理システム（SMS）で最小余裕水深（UKC）に
関する規定やその計算方法が示されておらず、この航海にお
いては最小UKCが一切計算されていなかった。

• 本船にはECDISが2台搭載されていたが、警報ブザーの音量
がすべて0（無音）に設定されていたため、水深設定はされて
いたものの、航路の複数箇所を十分なUKCを確保しないまま
通過してしまっていた。

ブリッジにおける行動手順と
船員の疲労がもたらす危険に
注意 (続き)
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• TSSの北航船舶に対するIMOの推奨航路をカバーした電子
海図セルが本船のECDISシステムに読み込まれておらず、縮
尺の間違った電子海図を使って航海計画を立ててしまってい
た。

• 仮に出港前に航路のセーフティチェックを実施していた場合
（実際に実施したかは不明）、479個のエラーが表示されたと
考えられている。座礁時のレグのセーフティチェックだけでも
15個のエラーが表示された。その内2個は危険（孤立危険物）
に関するもの、1個は安全等深線の横切りに関するものであっ
た。

• 本船は安全配乗証書に従って配乗してはいたが、配乗レベ
ルの低さから疲労や航海計画の不備が発生し、それが事故の
一因になったことが判明した。

• 部員の当直員とブリッジチームの連携がうまく取れておらず、
一等航海士ひとりにすべてのリスク判断を委ねる状況となって
いた。

• 船舶管理会社が適切な監査実施のための必要な経験を積ん
でおらず、研修も行っていないうえに、以前の監査結果を基に
した航海の安全向上を図っていなかった。

船長および一等航海士の役割
本船のSMSには「一等航海士業務指示書」という項目が
ありました。その中では船員全体を「柔軟な組織」として扱
い、「各船員は、全体の要求に応じて、本指示書に記載の
項目以外の任務も果たすよう求められる場合がある」と定
めています。船長はこのパラグラフを読み、一等航海士が
甲板で任務にあたっているような場合は、本船の出港遅
れを防ぐために自分が代わりに航海計画を立ててもよい
と思ってしまったのです。

一方、このSMSには航海計画に関する手引きも盛り込ま
れていました。この手引きはSOLAS条約の要件を反映し
たもので、作成した計画を別の職員（通常は船長）がクロ
スチェックするよう定めており、当直職員と船長が意思疎
通を図ることを念頭に置いた内容となっていました。しか
し、船長が自分で航海計画を作成した場合、他の当直職
員によるクロスチェックが行われることは一度もありません
でした。船長の仕事をチェックするということは、船内にお
ける上下関係に逆らうことになるからです。

推奨事項
本事故は、ブリッジにおける行動手順の不備や船員の疲
労が甚大な影響をもたらすという大事な教訓となっていま
す。本事故に伴いMAIBがさまざまな推奨事項を発表して
いますので、以下にご紹介します。

• 当直職員の数を見直し、重要な業務を行えるだけの十分
な人員を確保するとともに、当直員の疲労蓄積を防ぐ。

• 航海計画の作成とECDISの使用に関してSMSの手順を見
直す。また、安全UKCと安全水深の計算、安全等深線と制
限値の警報設定の正しい適用について、明確な指示を盛
り込んだ内容に修正する。

• 航海計画を船長が作成する場合、必ず別の航海士によ
るクロスチェックを行うようにする。また船主・管理会社は、
航海計画の作成、確認に必ず十分な時間を与えるように
する。

• 当直部員がブリッジチームと十分に連携を取れるように
する。

• 監査中、船内のECDISの使用法が不適切な場合にそれ
を発見できるよう、船主・管理会社の監査員全員が相応の
知識を身につけておく。また、状況に合わせてあらゆる学
習機会を継続的に提供できるような体制を敷く。

 MAIBの報告書の全文は以下からダウンロードいただけます。
http://ow.ly/csvq30s8snf

■■■lllｌl ■■ ■■変針点

一座礁地点

一一IMO推奨の北航路

一一IMO推奨の南航路

■■■ ■■■シアント諸島

一航路

一分離通行帯

http://ow.ly/csVq30s8sNf


積載貨物に応じてその温度を把握しておくことは、さまざまな
点で役立ちます。大豆や米などの吸湿性の高い貨物を船積
みする場合は、貨物の温度を測定した上で換気すべきタイミ
ングを判断することが多く、例えば3℃ルールでは、外気温が
船積み時の貨物の平均温度より3℃以上低い場合にのみ換
気するよう定めています 。大豆については、測った貨物温度
を参考にロットごとの状態に違いがないかを確認することもあ
ります。温度を見れば、既に劣化が進んでいるロットの有無
が分かる場合があるからです。

石炭などその他の貨物についても、船積み時の貨物の温度
を把握しておくことは、貨物と船舶の安全を確保する上で重
要となります。国際海上固体ばら積み貨物（IMSBC）コードで
は、石炭は温度が55℃を上回る場合には船積みしてはなら
ないことになっています。このような上限値を設けているの
は、55℃を上回った状態でホールドに積まれてしまうと、自己
発熱反応が急速に進み、酸素濃度の低下によって反応速度
が低下するより前に自己発火点に達してしまうおそれがある
からです。ただIMSBCコードでは、石炭貨物の平均温度が
何℃であれば受け入れてもよいのか、その条件については
規定していないため、運送人は荷送人から提出された貨物の
平均温度記録を受け入れる際に注意する必要があります。
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ドライバルク
貨物および
温度センサー
の使用
重要な作業に役立つシンプルなツール

1 吸湿性の高い貨物の換気の詳細については、穀物貨物に関するLoss Prevention Insightをご参照ください。

https://britanniapandi.com/wp-content/uploads/2021/11/Britannia-Loss-Prevention-Insight-Carriage-of-Grain-and-Oilseed-Cargoes-11-2021.pdf

貨物の温度センサーは、特定のドライバルク貨物が船積みに適した状態かを判断する際
に用いるほか、輸送中の貨物の最適な管理方法を判断する際にも役立つ、非常に重要な
ツールです。
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直接還元鉄（DRI）も、安全に輸送できる状態かを確認するた
めに船積み時の平均温度の測定が必要となる貨物です。 
IMSBCコードではDRI貨物をDRI（A）、（B）、（C）の3つに分類し
ています。DRIは輸送中に過熱や火災・爆発のリスクがあり、
過去には輸送中による事故で死者が出たり、船体が全損する
事態にもなっています。そのためIMSBCコードでは、DRIを船
積みする際に貨物の水分量と温度を常時確認するよう求める
とともに、温度が65℃を上回った場合は船積みしないよう定め
ています。温度を測る際は船積みされるロットごとに記録を付
け、その写しを船長に提出しなければなりません。

また、IMSBCコードで具体的な温度制限を直接定めていない
貨物についても、船積みに関するリスクを確認するために温
度測定が重要になります。セメントについては、高温の状態で
加工工場から直接船積みされる場合もあるため、特に重要で
す。高温のまま積むと、ホールドの塗装が剥がれるおそれが
あるほか、ホールドに隣接する燃料タンク内の燃料油の温度
が上昇して引火点に達してしまうおそれもあるからです。温度
は船積み前に測る必要があり、積み込むホールドに隣接する
タンクの燃料油の引火点より高かった場合は、温度が下がる
のを待ってから船積みしなければなりません。また、温度が
80℃以上の場合は、ホールドの塗装剥がれを防止するため、
船積みしないことをお勧めします。

船積み時の貨物の平均温度は、船積み直後の貨物の温度を
定期的に測定、記録して判断します。貨物は別々の山から、
または同じ山の中でも別々の層から積まれ、温度が異なるこ
ともあるため、温度をホールドごとに測ることをお勧めします。
逆に、1つのホールドだけで温度を測り、その結果をすべての
ホールドに当てはめるのは正しい方法とは言えません。

貨物の温度測定に用いる温度計はさまざまな種類が流通して
いるため、積まれる貨物をよく確認した上で、作業要件に最適
な種類を決める必要があります。最も一般的なのは赤外線温
度計でしょう。使いやすく経済的です。大半の機種が離れた場
所から測定可能なので、ホールドに入らずにハッチコーミング
から測るといったことも可能です。ただ、貨物の表面温度しか
測れないため、使用には注意が必要です。気温が非常に高い
晴れた日中に測定する場合は、太陽の熱で表面が温められ
ているため、内部よりも表面の方が温度が高くなっていること
があります。

もうひとつの種類は有線式デジタル温度計です。こちらも廉
価で使いやすく、表面から30～50ｃｍの深さの温度を測るの
に便利です。ただ、測定時に貨物に接近する必要があるた
め、必ずしも実用的とは言えません。ほかに、サーマルカメラ
もあります。ホールドごとに貨物の表面全体の温度を瞬時に
連続して測ることができ、局所的な高温部があっても発見す
ることができます。しかも、船積み中も航海中も温度を常時確
認できるよう非常に便利な機能が複数備わっているうえ、価
格も手頃になってきています。

使用する種類にかかわらず、温度計はメーカーの使用説明
書に従って定期的な点検、較正が必要です。また、バッテリー
の残量を適宜チェックし、十分な数の予備バッテリーを船内に
用意しておいてください。故障した場合に備えて、予備の温度
計も準備しておくとよいでしょう。船員に使い方を教えておく必
要もあります。どのような制約があるか船員自身が把握して
おくことが非常に重要です。なお、船内での較正、点検記録
のほか、船員の理解度、温度計の使用記録の確認は、内部
監査の必須項目としてください。

今回取り上げた貨物はほんの一例ですが、船積み中の貨物
の温度測定がいかに重要であるかをよく物語っています。温
度を測ることで、輸送中の貨物の管理が適切であり、貨物の
状態も船積みに何ら危険でなかったことを立証できるだけで
なく、根本に潜むリスクも洗い出すことができます。ただ、船積
みされた貨物の温度を正確に測る作業は決して簡単ではな
く、作業者が正しい知識とスキルを身につけておく必要があり
ます。

詳しくは、穀物・油糧種子の輸送に関するLoss Prevention 
Insightをご参照ください。  http://ow.ly/W3oq30s8ITz

Stephen Hunter
Fleet Manager, Claims London 
shunter@tindallriley.com

Jacob Damgaard
Associate Director, Loss Prevention Singapore
jdamgaard@tindallriley.com

https://britanniapandi.com/wp-content/uploads/2021/11/Britannia-Loss-Prevention-Insight-Carriage-of-Grain-and-Oilseed-Cargoes-11-2021.pdf?platform=hootsuite


数量不足に関するクレーム
他の固体ばら積み貨物と同様、石炭の揚げ数量はジョイント
でのドラフトサーベイの結果を基に算出します。この数量が船
荷証券（B/L）に記載の数量と一致していれば、貨物関係者
がジョイントサーベイの結果に異を唱えない限り、本船に責任
が発生することはありません。

ところが、パキスタンではこのところ貨物数量に関して揉める
ケースが多発しています。船積みされた貨物に水分が過剰に
含まれており、それが貨物から流れ出てホールドの底に溜ま
っていたため、ドラフトサーベイによる揚げ数量は誤りだとす
るクレームが発生しているのです。

貨物関係者はこうした言い分のもと、ドラフトサーベイの結果
を受け入れず、引き渡し時に港の計量台で測った重量から最
終的な揚げ数量を決定すべきだと主張しています。この問題
が深刻化しているのはカシム港です。同港では、石炭をグラ
ブやコンベヤベルトを使って荷揚げした後、貯蔵区域に下ろ
し、そこで荷受人が引き取るのが一般的な形となっています。

揚げ荷役自体はたいてい2～3日で終了しますが、そこから引
き渡しまでにはさらに時間がかかり、荷揚げと荷受人の引き
取りに大幅な時間差が生じることもあります。そうなると、計量
台で測った数量が荷揚げ時の数量と違うというリスクも高くな
ります。

パキスタンでは、固体ばら積み貨物の数量が不足していると
なった場合でもTrade Allowance（許容幅）を認めていません。
そのため、数量が若干少ないだけでも荷受人からクレームを
受けることが多く、クレーム金額を支払うか、支払確約書を差
し入れるまで、出港できなくなります。支払いを拒めば、本船
を拘束されるおそれもあります。同国の裁判所では通常、銀
行の保証書を担保として発行しない限り拘束解除を認めない
ため、保証書の手配ができるまで遅延するリスクがあります。

コンベヤベルトの損傷
数量不足のクレームに加えて多いのが、荷役に使用したコン
ベヤベルトなどの設備の損傷に関するターミナルからのクレー
ムです。貨物が湿っていた、もしくは過剰に水分を含んでいた
ために非常に固い塊ができ、それによって損傷したという主張
です。

船長にプロテストレターを出して修理費用の負担を求めるのが
ターミナル側の一般的な手法で、クレームに対する担保を得ら
れるまで出港を認めようとしません。また、船主に早く支払わせ
ようと、荷揚げ終了後に港外錨地に本船を移動させて、支払が
確認できるまで出港手続や証書の発行などを保留してしまうこ
ともあります。

推奨事項

船積み時
ホールドとビルジウェルを清浄かつ乾燥した状態にしてお
いてください。ビルジウェルについては、貨物が入り込ま
ないよう適宜覆ってください。石炭は湿った状態で積まれ
ることも多いため、ドラフトサーベイとB/Lの数字は貨物の
水分量を考慮して算出する必要があります。

航海中
船長は、航海中にホールドから排出された水分の合計量
の記録をしっかり付けておいてください。水分量は日々の
ビルジ計測の数字を基に算出し、計測記録には毎回船員
が署名をしてください。数量不足のクレームを受けた場合
には、ホールドから排出された合計水分量の証明としてビ
ルジの記録を開示するとよいでしょう。

荷揚げ時
パキスタンではTrade Allowanceが認められていないた
め、関係者一同でジョイントサーベイを実施することを推
奨します。

石炭の輸送
パキスタンでの最近の事例

インドネシアからパキスタン向けの石炭輸送に関して、最近クレームが

多発しています。

Anastasia Tagkouli 
Claims Manager,London　
atagkouli@tindallriley.com

8 | RISK WATCH | 2022年2月号
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法的検討事項
船積み中の貨物の水分が多すぎると思われる場合、船長は
どう対処すべきでしょうか。

B/Lへのリマークの記載に関する英国法における船長の義務
については、David Agmashenebeli号事件[2003] 2 Lloyd's 
Rep. 92で検討されました。

ヘーグ・ヴィスビー・ルール第3条第3項では、「運送人、船長
（中略）は、運送品を受け取った後は、荷送人の請求により、
特に次の事項を記載した船荷証券を荷送人に交付しなけれ
ばならない。（中略）（c）外部から認められる運送品の状態」と
定めています。

この点について、船長は必ずしも荷送人の請求に従う必要は
ないというのが裁判所の見解でした。船長は、船積み時の貨
物の外観について自分自身で判断を下すことが求められま
す。貨物やその一部が外観上良好な状態でないと船長が誠
実に判断し、それが常識的な観察力を持つ船長なら支持して
当然の判断であれば、仮に同じ条件に置かれた船長全員が
同様の判断をしなくても、B/Lにその判断の旨をリマークとして
加える権利があります。義務を課されてはいるものの拘束力
は弱く、客観的に評価してよいのです。したがって、船長が記
載義務を果たしたか否かは、誠実であること、行動基準が常
識的であること、この2つが評価基準となります。

一方、避けるべきこととして考えられているのが、船長による
誤った記載です。誤った記載をすれば、B/Lの所持人が本来
の目的にB/Lを使用できなくなってしまうおそれもあります。例
えば、運送品が良好な状態であったにもかかわらず、運送人
がB/Lへのリマーク挿入を譲らなかった結果、荷送人が運送
品の買主やその銀行から支払を受けられなくなってしまう場
合などがそうです。ただし、船長が（a）運送品が外観上良好な
状態でないと誠実に判断し、（ｂ）それが常識的な観察力を持
つ船長なら支持して当然の判断であれば、運送人は荷送人
に対するB/Lへの記載義務に違反したことにはなりません。
運送人は、「貨物の状態、またはその外観上の状態に関する

絶対的な正確性を契約上で保証」（『Carver on Bills of Lading』
より抜粋）しているわけではないのです。

こうした原則を冒頭の問いに当てはめると、船長は、石炭の水
分が多すぎると客観的に判断した場合、その旨をB/Lに記載す
べきだと言えます。

石炭の輸送に関するロスプリベンションチームのガイドを次のリ
ンクからご覧いただけます。http://ow.ly/8eCm30s9q1u

法的問題への具体的な対応策

船積み時の石炭に水分が多く含まれている場合は、
適切な知識を有した第三者のサーベヤーに意見を仰
ぐとよいでしょう。船長には、貨物を確認して外観上の

貨物の状態に関して真っ向から意見が対立している
（常識的な観察力を持った船長であっても、外観上良
好と記載する可能性と、リマークを挿入する可能性が

1 

2 

状態をB/L表面に記載する義務があります。その義務を委ねる
ことはできませんが、サーベヤーの意見を仰ぐことで、船長の
立場を擁護する、つまり、荷送人・傭船者からの圧力に対抗す
る術を得られるかもしれません。サーベヤーの手配にサポート
が必要な場合は、ブリタニヤまたは現地コレスポンデントにご
連絡ください。

等しく同じである）場合は、荷送人・傭船者からの補償状（LOI）
の差し入れと引き換えにクリーンB/Lの発行を検討するとよい
でしょう。この点について判例法はありませんが、法学的な見
解では、このような状況でのクリーンB/Lの発行とLOIの受け入
れは第三者のB/L所持人を欺くことにはならず、LOIも効力を有
するとされています。同様の状況でLOIの受け入れを検討され
ている場合は、必ずブリタニヤにご相談ください。

https://britanniapandi.com/2021/02/carriage-of-coal/?platform=hootsuite


英国控訴院は近時、船主は荷主から共同海損分担金として
身代金を回収する権利があるとする第一審判決を支持した。

Herculito Maritime Ltd & Ors v Gunvor International BV & 
Ors "POLAR" [2021] EWCA Civ 1828

POLAR号は、2010年10月にアデン湾で海賊に拘束され、10
か月後に、船主のK&R及び船舶戦争保険でてん補される身
代金を支払って解放された。傭船契約には、様々な戦争リス
ク条項と、傭船者に追加戦争リスク保険料の支払い義務を
負わせる「アデン湾条項」が含まれていた。控訴院が判断し
た争点は、傭船契約の条項が船主と荷主間の船荷証券契約
に摂取され、よって荷主は、当該航海のために手配された追
加保険による支払いについて、共同海損分担義務を負うか
であった。

控訴院の結論は、以下のとおりだ。

1) 裁判所は、傭船者が追加戦争危険及びK&R保険の保険料
を負担する条項は、貨物の運送と荷揚げと直接的に関係する
ことを認めた。

2) よって、追加戦争危険条項及びアデン湾条項の一部は船
荷証券契約に摂取されているとうかがわれる。

3) しかし、傭船契約と船荷証券は、異なる所持人間で保険料
をどう配分されるかについて沈黙しており、また、船荷証券所
持人がどのような償還の権利を相互に有するかを規定してい
なかったため、船荷証券所持人に追加保険料の支払義務を
負わせる「文言操作」は適切ではない。

4) 傭船契約の条項が組み込まれることには、船主が船荷証
券においてスエズとアデン湾を経由する航海に合意した根
拠、すなわち船主が海賊リスクに対する保険に加入したこと、
を記録するという有益な目的にかなう。

5) 船荷証券において、船舶がいずれかの保険で担保された
危険に遭遇した場合、共同海損分担金を支払うという船荷証
券所持人の責任は、排除されていなかった。排除するために
は、その旨の明確な文言が必要である。裁判所は、明確な文
言が使用されていない限り、法によって生じる救済措置を放
棄する意図は契約当事者にない、という過去の判例に基づく
推論に言及した。

6) さらに、貨物による共同海損分担金は、貨物所有者によっ
て貨物保険がかけられていたことから、第一審判決は法理論
と商慣習の両方に合致するものである。

この事例は、船荷証券に傭船契約条項を摂取する際に適用さ
れるルールを再確認するのに有効であり、貨物所有者から共
同海損分担金として身代金を回収する権利が船主にあること
を控訴裁判所が確認したものである。

Beatrice Cameli
Fleet Manager, London 
bcameli@tindallriley.com
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CLAIMS AND LEGAL
控訴院、船主が身代金を共同海損     
分担金として貨物権利者から回収      
する権利を確認



Michaela Domijan-Arneri 
Fleet Manager, London 
marneri@tindallriley.com

CLAIMS AND LEGAL

控訴院による「運航者」の定義が、　　　
傭船者の関連会社の責任制限権　　　　
を限定する
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ケーブル会社は上訴した。その上訴審判決において（STEMA
BARGE II [2021] EWHC Civ 1880）、控訴院は、 第一審判決を
破棄し、「運航者」の意味は単なる物理的な運航を超え、船舶
の管理又は支配を必要とすると判断した。

控訴院は、Stema UK による荷揚港でのバージの物理的操作
は、バージの機械の操作及び航行と揚荷役を支援する乗組
員の提供からなるに過ぎず、よって同社を「運航者」とするの
に必要な管理や支払の要素を含んでいない、と判断した。そ
のため裁判所は、Stema UKが「海上航行船舶の運航者」に該
当せず、1976年条約に基づいて責任を制限する権利はないと
判断した。

裁判所は、船舶所有者、傭船者及び実際の運航者を含む企
業グループが、関連会社による限定的関与の性質ゆえに責
任制限権を失う事態を避けるためには（Stema UKの様に）、
乗組員が船舶所有者または運航者に出向することや、船舶所
有者または運航者が関連者の行為に責任を負うことを保証す
ることによって、責任制限権を守る目的で全関連会社を一つ
の傘下に置くことができると示唆した。

本件裁判の争点は、傭船者の関連会社であるStema UKが、
バージが海底ケーブルに損傷を負わせた約5,500万ユーロの
請求について、1976年制限条約に基づいて責任制限をするこ
とができるか、であった。裁判所が判断すべき問題は、 Stema 
UKが、1976年制限条約第1条2項におけるバージの「運航者」
に含まれるか、であった。同条項は、責任を制限できる当事者
を「海上航行船舶の所有者、傭船者、管理人及び運航者」と
規定している。

本稿は、STEMA BARGE II [2020] EWHC 1294における海事
法廷判決を報じたRisk Watch 2021年2月号の記事の続報で
ある。
http://ow.ly/yXZk30s7Vvs

第一審の海事法廷は、Stema UKは責任を制限することがで
きると判断した。同法廷は、Stema UKが「運航者」の意義に含
まれると述べた。その理由は、傭船者（Stema UKの関連会
社）の許可に従い、その従業員が荷揚港にいる間、通常の業
務でバージに乗り込んで操作したことからであった、「オペレー
ター」の意味にはStema UKが含まれると判断した。

http://ow.ly/yXZk30s7Vvs
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デマレージは、傭船者がレイタイム       
内に荷役を終えられなかったことに      
よる船主の損害額の全額を意味する、  
と控訴院は判断した。

Christine Vella
Fleet Manager, London 
cvella@tindallriley.com

修正NORGRAIN 1973書式に基づく航海傭船契約に基づい
て、ETERNAL BLISS号は大豆をブラジルから中国に運送し
た。傭船契約において、許容されたレイタイム期間満了後に
揚荷役が完了した場合、日割り又はプロラタでデマレージが
支払われることとされていた。中国到着後、本船は接岸する
まで錨地で31日間待機した。その結果、レイタイムが満了す
るまで揚荷役は完了しなかった。また遅延によって、貨物の
劣化も招いた。

THE ETERNAL BLISS [2021] EWCA Civ 1712

船主は、貨物の劣化を理由とする貨物権利者からの請求と
和解した後、傭船者が許容されたレイタイム期間内に荷揚荷
役を完了しなかったことを根拠に、損害賠償として傭船者に
解決金の支払いを求めた。傭船者は支払いを拒否し、このよ
うな違反に対して船主が請求できる「損害賠償」の形態はデ
マレージだけであると主張した。

第一審の英国高等法院は、船主の主張を認めた。同裁判所
は、当事者らがデマレージ・レートに合意した際、レイタイム
満了後の船舶の遅延に起因する船主の使用損失を定量化
すること以外は合意しておらず、よって船主は「異なる種類
の損失」に対して損害賠償を請求できる、と判断した。

傭船者は控訴院に上訴した。同裁判所は近時、高等法院の
判決を破棄し、傭船者の主張を認める判決を下した。傭船契
約に反対の記載がない場合、デマレージは、許容されたレイ
タイム内に荷役を完了させなかったという傭船者の契約違反
から生じる損害のすべてを意味しており、よって船主が何らか
の形で追加の損害賠償請求をしたい場合は、傭船者が別の
義務に違反したことを証明しなければならない、と控訴院は
述べた。従って控訴院は、デマレージに加えて賠償を賠償す
る義務を傭船者は負っていないと判断した。

船主は最高裁に上訴しており、控訴審の判決が破棄される
かどうかが注目される。しかしながら、現状において、控訴院
判決は従来不確定であったものを明確にしたものである。ま
た、本判決の結果を回避し、許容されたレイタイムを超えて船
舶が遅延した場合に傭船者へ請求できる損害賠償の種類と
範囲が制限されないことを望むのであれば、傭船契約書を見
直し、適切な文言を挿入することを検討するよう、船主に警告
を発している。
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英最高裁、欠陥ある航行　　　
計画が船舶を不堪航に
させることを確認

2011年5月18日、コンテナ船CMA CGM LIBRA（以下「本船」）
は、香港に向けて厦門港を出港した際に座礁した。座礁時、
本船はブイで囲われた水路の外側を航行していた。本船船主
は、海図に記載されていない浅瀬が座礁の原因であると述べ
た。

本稿は、CMA CGM LIBRA [2020] EWHC Civ 293の控訴院判
決を報じたRisk Watch 2021年2月号の記事の続報である。

共同海損が宣言されたが、特定の荷主はGA費用の分担を拒
否した。彼らは、航行計画が、本船の海図に記載されている
水路外の水深は不確かであるという航路情報を記録していな
かったために座礁し、それによって本船は不堪航であったと主
張した。

下級審はいずれも、航行計画に欠陥があったこと、航路計画
は耐航性の一側面であること、そして当該欠陥がブイ内の水
路から出るという船長の過失的判断を招いたこと、また、船舶
の堪航性を確保する船主の注意義務は委譲不可能であり、
船長と二等航海士の航行計画作成における過失は、船主の
注意義務違反に相当するとされた。

最高裁判決
本船船主は最高裁に上訴した。そこでの主な争点は、ヘーグ
規則に基づく運送人の義務が、船舶の航行可能な状態（「属
性」）と乗組員の航行行為との区別に従うかであった。船主
は、「属性」はヘーグ規則3条1項に基づく運送人の堪航性担
保義務の対象であり、他方で乗組員の航行行為は4条2項（a）
の「航行上の過失」免責の対象であると主張した。航行計画
は乗組員による航行上の決定を記録したものに過ぎず、船舶
の「属性」にはなり得ず、よって航行計画の欠陥は船舶を不堪
航にさせず、船主は4女2項(a)の免責に依拠することが出来
る、と船主は主張した。

最高裁は、船員の堪航性担保義務違反との関連で、4条2項
の免責に依拠することはできないと述べた。問われるべき適
切な問題は、慎重な船主が、その欠陥を知っていたならば、船
を航海に出す前に当該欠陥を修正することを要求したかどう
かである。慎重な船主のテストを本船に適用すると、航行計画
なしに航海を開始した場合や船舶の安全性を脅かす欠陥の
ある航行計画で航海を開始した場合、航行計画の重要性を踏
まえれば、船舶はおそらく堪航性を喪失するだろう。

本船船主は別の主張として、航海は船長と船員だけの問題で
あって船主の範疇外だから、船員が安全な航海をしなかった
ことは運送人の注意義務の欠如ではない、と述べた。この主
張もまた認められなかった。運送人は、誰がその作業を行うか
に関わらず、堪航性を確保する注意義務を負う、と最高裁は
述べた。航海が船長の責任であっても変わりはない。

将来の事件に対する本判決の重要性
CMA CGM LIBRA事件は、欠陥のある航行計画によってブイ
のある水路の外に進む決定を下したことを船長が事実上認め
ていること、そして航路情報を記録しなかったことが船の安全
にとって決定的であったことから、特殊であったという見方が
ある。

各事案はそれぞれの事実関係に依存しCMA CGM LIBRA号
事件は今後の事案と区別されうるけれども、本判決は貨物関
係者にとって、共同海損分担金の支払いを拒否したり、運送
人のヘーグ／ヘーグ・ヴィスビー規則に基づく免責の主張に
対抗したりする際に、船舶が不堪航であったと主張する重要
な潜在的根拠になることは明らかである。本判決はまた、航行
計画を真面目に実行したり、船内に備え置く海図を完全に最
新なものにしたりすることの重要性を再確認するものである。

Amanda Cheung, Associate Director, Hong Kong 
acheung@tindallriley.com
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